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常 勤 役 員 報 酬 規 程 

 

一 般 社 団 法 人 Ｊ ミ ル ク 

平成２４年 ８ 月 ７ 日 制定 

平成２５年 ４ 月 １ 日 施行 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成  

１８年法律第４８条）第８９条、第１０５条及び定款第２６条の規定に基

づき、一般社団法人Ｊミルクの常勤役員（理事及び監事）の報酬の支給の

基準について定めることを目的とする。 

 

（常勤役員の定義） 

第２条 常勤役員とは、定款第２０条に定める役員のうち、常時勤務するも

のをいう。 

 

（報酬の支払方法） 

第３条 報酬の支払いは、報酬額を１２で除して月額とし、その金額を直接

役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき報酬から控除すべき金額

がある場合には、その役員に支払うべき報酬金額から、その金額を控除し

て支払うものとする。 

 

（報酬の支給日） 

第４条 役員の報酬は、その月の月額の全額を毎月２０日に支給する。支給

日が休日に当たるときは、順次前日に繰り上げる。 

 

（報酬の決定基準） 

第５条 常勤理事の報酬は、総会の決議によって定められた総額の範囲内に

おいて、別に定める「内規」に基づき、その職務、資質等を勘案して、理

事会で決定するものとする。 

   

（通勤手当） 

第６条 通勤手当は、その通勤の実態に応じ、職員の通勤手当の支給基準に

準じて支給する。 

 

（日割計算） 

第７条 新たに役員になった者には、その日から報酬を支給する。 

２ 役員が退職した場合には、その日までの報酬を支給する。 

３ 役員が死亡により退職した場合には、その月までの報酬を支給する。 
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４ 第１項又は第２項の規定により支給する報酬額は、その月の総日数か  

ら日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって

計算する。 

 

（端数の処理） 

第８条 この規程により計算した金額に５０銭未満の端数を生じたときは、

これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときは、これを１円

に切り上げるものとする。 

 

（補則） 

第９条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事会長が別に定める。 

 


